
総

務

総

務

文

教

福

祉

文

教

福

祉

建

設

経

済

建

設

経

済

総
務
常
任
委
員
会
は

月

日
に
委
員
会
を
開
会
し
、

付
託
さ
れ
た
議
案
８
件
の
審

査
及
び
補
正
予
算
質
疑
を
行

い
ま
し
た
。

審
査
、
質
疑
を
行
っ
た
内

容
及
び
結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
市
職
員
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員

可
決
】

市
町
村
合
併
で
木
津
川
市

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
日

当
の
無
支
給
地
を
変
更
す
る

も
の
。

６
月
定
例
会
で
の
改

正
の
際
に
日
当
支
給
地
域
と

な
っ
て
い
る
京
都
市
を
除
外

す
べ
き
と
指
摘
し
た
が
、
そ

の
後
の
検
討
状
況
は
。

総
務
部
次
長

課
題
と
し

て
認
識
し
、
無
支
給
地
の
基

準
な
ど
検
討
を
行
っ
て
い
る

が
、
現
時
点
で
は
結
論
が
出

て
い
な
い
。
今
後
、
課
題
を

整
理
し
検
討
し
て
い
く
。

◆
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員

可
決
】

障
害
の
定
義
を
条
例

か
ら
規
則
に
変
更
し
た
と
い

う
こ
と
だ
が
そ
の
趣
旨
は
。

消
防
次
長

消
防
団
員
等

に
公
務
災
害
が
発
生
し
た
場

合
、
直
ち
に
対
応
で
き
る
よ

う
規
則
で
定
め
た
。

◆
三
山
木
共
同
浴
場
設
置
条

例
の
廃
止

【
賛
成
全
員

可
決
】

同
浴
場
の
建
物
本
体
、
設

備
機
器
等
の
老
朽
化
が
進
み

施
設
の
運
営
が
困
難
で
あ
る

た
め
、

年
３
月

日
で
運

営
を
終
了
す
る
も
の
。

同
浴
場
を
廃
止
決
定

し
た
理
由
は
。

三
山
木
福
祉
会
館
長

築

年
が
経
過
し
施
設
が
老
朽

化
し
て
い
る
。
地
盤
沈
下
や

排
水
管
、
給
水
管
の
管
割
れ

も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
廃

止
を
決
定
。

同
地
域
に
風
呂
が
な

い
家
庭
が
あ
る
と
聞
く
が
、

そ
の
対
応
は
。

高齢者医療手続の窓口（市役所国保医療課）

三
山
木
福
祉
会
館
長

ほ

と
ん
ど
が

歳
以
上
の
世
帯

で
あ
る
た
め
、

老
人
い
こ

い
の
家

に
浴
室
を
設
置
し

対
応
し
た
い
。

助
役

歳
以
下
の
世
帯

は
自
力
で
対
応
が
原
則
。
経

過
措
置
と
し
て
、

老
人
い

こ
い
の
家

の
浴
室
を
利
用

し
て
も
ら
う
な
ど
検
討
。

◆
京
都
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
設
立

【
賛
成
多
数

可
決
】

法
改
正
に
伴
い
、

年
４

月
か
ら

歳
以
上
の
高
齢
者

を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
施
行
さ
れ
、
こ

の
事
務
を
広
域
的
に
処
理
す

る
た
め
府
内
各
市
町
村
が
加

入
し
設
立
す
る
も
の
。

同
制
度
に
対
す
る
認

識
は
。

助
役

問
題
点
も
多
く
あ

る
が
法
律
と
し
て
は
成
立
。

改
善
点
は
市
長
会
な
ど
を
通

じ
て
国
に
要
望
。

◆
城
南
市
町
村
税
滞
納
整
理

組
合
規
約
の
変
更

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
京
都
府
自
治
会
館
管
理
組

合
の
地
方
公
共
団
体
の
数
の

減
少
及
び
規
約
の
変
更

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
京
都
府
市
町
村
職
員
退
職

手
当
組
合
の
地
方
公
共
団
体

の
数
の
減
少
及
び
規
約
の
変

更

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
京
都
府
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
事
業
管
理
組
合
の
地
方

公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び

規
約
の
変
更

【
賛
成
多
数

可
決
】

文
教
福
祉
常
任
委
員
会
は

月

日
に
委
員
会
を
開
会

し
、
付
託
さ
れ
た
請
願
１
件

の
審
査
及
び
補
正
予
算
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

審
査
、
質
疑
を
行
っ
た
内

容
及
び
結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
す
べ
て
の
子
ど
も
に
ゆ
き

と
ど
い
た
教
育
を
す
す
め
る

た
め
の
請
願

【
賛
成
少
数

不
採
択
】

教
育
基
本
法
の
理
念
を
生

か
し
、
子
ど
も
の
豊
か
な
成

長
と
教
育
の
前
進
に
向
け
次

の
６
項
目
の
実
現
を
求
め
る

も
の
。

少
人
数
学
級
の
導

入
、

気
持
ち
よ
く
学
習
で

き
る
教
育
環
境
、施
設
整
備
、

警
備
員
の
配
置
な
ど
安
全

を
確
保
す
る
施
策
、

栄
養

教
諭
の
全
校
配
置
、
給
食
の

民
間
委
託
の
中
止
、

専
任

司
書
の
配
置
、

指
導
補
助

職
員
等
の
配
置

少
人
数
授
業
で
な
く

少
人
数
学
級
を
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
。市
の
考
え
は
。

学
校
教
育
課
長

少
人
数

学
級
の
選
択
は
、
学
校
と
協

議
し
必
要
で
あ
れ
ば
、
選
択

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

補
正
予
算

補
正
予
算

庁
舎
改
修
費
の
具
体

的
な
内
容
は
。

総
務
室
担
当
課
長

野
外

活
動
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
情

報
教
育
推
進
室
を
庁
舎
４
階

に
移
転
す
る
費
用
。

大
学
ま
ち
づ
く
り
フ

ォ
ー
ラ
ム
は
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
を
議
論
す
る
と
い
う
こ

と
だ
が
、
市
の
認
識
は
。

助
役

全
国
の
学
生
が
自

費
で
参
加
し
、
真
剣
に
議
論

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
期
待

し
て
い
る
。
市
と
し
て
で
き

る
だ
け
の
支
援
を
し
て
い
く
。

自
主
防
災
組
織
設
立

を
予
定
し
て
い
る
団
体
は
。

安
心
ま
ち
づ
く
り
室
課
長

ア
カ
デ
ミ
ア
、
興
戸
、
田

辺
、薪
な
ど

団
体
を
予
定
。

ト
イ
レ
の
改
修
状
況

は
。教

育
総
務
課
長

年
度
ご

と
に
洋
式
ト
イ
レ
へ
の
改
修

を
進
め
て
い
る
。
今
年
度
は

三
山
木
、
普
賢
寺
小
で
整
備

す
る
予
定
。

子
ど
も
の
安
全
確
保

の
た
め
、
警
備
員
の
配
置
が

必
要
で
あ
る
。市
の
考
え
は
。

教
育
総
務
課
長

イ
ン
タ

ー
ホ
ン
設
置
な
ど
施
設
整
備

を
進
め
て
き
た
。
ま
た
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
て

浴室が設置される三山木老人いこいの家

地
域
と
一
体
と
な
っ
た
取
り

組
み
を
さ
れ
て
お
り
、
警
備

員
を
配
置
す
る
考
え
は
な

い
。

給
食
の
民
間
委
託
を

検
討
す
る
委
員
会
設
置
が
必

要
で
あ
る
。
市
の
考
え
は
。

教
育
部
長

保
護
者
の
理

解
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
意

見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
。

補
正
予
算

補
正
予
算

三
山
木
老
人
い
こ
い

の
家
に
設
置
す
る
浴
室
の
内

容
は
。

健
康
介
護
課
長

約

で
衛
生
面
を
考
慮
し
、
ろ
過

装
置
の
付
い
た
循
環
式
の
も

の
を
設
置
。

高
齢
者
住
宅
改
修
助

成
の
今
後
の
方
針
は
。

健
康
介
護
課
長

介
護
保

険
利
用
者
は
、
住
宅
改
修
助

成
を
介
護
保
険
分
と
一
般
分

を
受
け
て
い
る
状
況
。
一
般

分
は
介
護
予
防
が
目
的
で
あ

り
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
も

の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

情
報
教
育
推
進
室
の

移
転
後
の
利
用
は
。

社
会
体
育
課
長

野
外
活

動
セ
ン
タ
ー
の
研
修
室
と
し

て
利
用
し
て
い
く
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会
は

月

日
に
委
員
会
を
開
会

し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
４
件

の
審
査
及
び
補
正
予
算
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

審
査
、
質
疑
を
行
っ
た
内

容
及
び
結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改

正

【
賛
成
全
員

可
決
】

新
設
の
大
住
関
屋
公
園
、

ぽ
っ
か
り
公
園
な
ど
６
公
園

を
都
市
公
園
と
し
て
追
加
す

る
も
の
。公

園
管
理
の
手
法

は
。
ま
た
、
ア
ダ
プ
ト
制
度

の
取
り
組
み
は
。

施
設
管
理
課
長

基
本
的

に
は
市
が
点
検
し
、
日
常
管

理
は
緑
化
協
会
に
委
託
。
今

後
、
ア
ダ
プ
ト
制
度
移
行
の

研
究
を
し
て
お
り
、
一
部
自

新設された ぽっかり公園 （山手西）

治
会
と
も
相
談
し
て
い
る
。

ぽ
っ
か
り
公
園
な

ど
、
名
称
の
決
定
過
程
は
。

ま
た
、市
民
公
募
の
考
え
は
。

施
設
管
理
課
長

公
園
整

備
し
た
京
阪
と
協
議
し
決

定
。
名
称
は
空
、
雲
を
イ
メ

ー
ジ
。
市
民
公
募
は
検
討
。

◆
学
研
都
市
京
都
土
地
開
発

公
社
定
款
の
一
部
変
更

【
賛
成
全
員

可
決
】

市
町
村
合
併
で
木
津
川
市

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
変

更
を
行
う
も
の
。

変
更
の
主
な
内
容
は
。

施
設
管
理
課
長

加
茂
町

山
城
町
は
、
城
南
土
地
開
発

公
社
に
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、

学
研
公
社
に
引
き
継
が
れ
る
。

◆
田
辺
公
園
プ
ー
ル
の
指
定

管
理
者
の
指
定

【
賛
成
多
数

可
決
】

田
辺
公
園
プ
ー
ル
の
管
理

運
営
を
株
式
会
社
ケ
ー
・
エ

ス
・
シ
ー
に
指
定
管
理
者
と

し
て
指
定
す
る
も
の
。
指
定

期
間
は

年
４
月
１
日
か
ら

年
３
月

日
ま
で
。

小
人
の
利
用
料
金
を

小
学
生
以
上
に
す
る
な
ど
明

確
に
す
べ
き
。

施
設
管
理
課
長

利
用
料

金
は
条
例
の
範
囲
内
で
決
め

る
が
、
指
定
管
理
者
と
も
十

分
協
議
し
検
討
す
る
。

業
者
選
考
を
ス
ポ
ー

ツ
審
議
会
に
相
談
し
た
か
。

助
役

相
談
し
て
い
な
い

が
、
選
考
委
員
会
に
審
議
会

委
員
も
入
っ
て
も
ら
い
意
見

を
聴
い
た
。
今
後
は
審
議
会

等
に
相
談
し
た
い
。

指
定
管
理
者
は
損
害

賠
償
保
険
に
加
入
す
べ
き
で

あ
る
が
そ
の
確
認
は
。

助
役

今
後
、
交
わ
す
協

定
書
で
協
議
す
る
。

◆
市
営
土
地
改
良
事
業
の
施

行

【
賛
成
全
員

可
決
】

梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り
被

災
し
た
農
地
及
び
農
業
用
施

設
の
復
旧
工
事
を
土
地
改
良

事
業
の
施
行
認
可
申
請
を
行

う
も
の
。国

の
補
助
を
受
け
る

災
害
基
準
は
。

農
政
課
長

時
間
最
大

雨
量

以
上
、
時
間
雨
量

以
上
。
被
災
額
は

万

円
以
上
。

補
正
予
算

補
正
予
算

し
尿
、
ご
み
処
理
を

担
当
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務

手
当
の
見
直
し
は
ど
う
か
。

総
務
部
長

現
状
を
分
析

し
実
態
に
合
っ
た
見
直
し
を

す
る
。

助
役

行
政
改
革
の
実
行

計
画
で
見
直
す
も
の
で
、
職

員
組
合
と
協
議
し
進
め
る
。

ご
み
収
集
の
民
間
委

託
の
今
後
の
方
針
は
。

清
掃
衛
生
課
長

法
律
に

よ
り
、
し
尿
処
理
業
者
に

年
間
の
期
限
付
き
で
委
託
。

そ
れ
以
後
は
入
札
等
検
討
。

年（平成 年） 月 日


